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(57)【要約】
【課題】ロックの発生を回避しつつ、バッテリが受け入
れ可能な範囲で回生ブレーキを有効に活用する。
【解決手段】本出願の電動車両の制動装置は、バッテリ
と、発電機の回生発電により駆動輪に対して回生制動ト
ルクを付与する回生ブレーキと、駆動輪及び非駆動輪に
対して接触摩擦による摩擦制動トルクを付与する摩擦ブ
レーキと、スリップが予想される場合にスリップ制御を
実行する制御装置と、を備える。制御装置は、スリップ
制御の実行中は、駆動輪に付与する摩擦制動トルクと回
生制動トルクとの合計が、駆動輪にスリップを生じさせ
ない範囲に設定された上限トルク以下となり、かつ、回
生発電の電力が、バッテリの状態に応じて設定される受
入可能電力を超えない範囲となり、かつ、回生制動トル
クが、スリップ制御の開始前の回生制動トルクに比べて
小さくなるように、回生ブレーキ及び摩擦ブレーキを制
御するスリップ制御を実行する。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モータジェネレータの回生発電により駆動輪に対して回生制動トルクを付与する回生ブ
レーキと、
　前記モータジェネレータによる回生発電により発電された電力を蓄電できるバッテリと
、
　前記駆動輪及び非駆動輪に対して接触摩擦により摩擦制動トルクを付与する摩擦ブレー
キと、
　制動時、前記駆動輪に対して付与される前記回生制動トルクと前記駆動輪及び前記非駆
動輪に対して付与される前記摩擦制動トルクとの合計である総制動トルクが、要求される
目標制動トルクとなるように、前記回生ブレーキ及び前記摩擦ブレーキを制御すると共に
、前記駆動輪のスリップが予想される場合にはスリップ制御を実行するように構成された
制御装置と、
　を備え、
　前記制御装置は、前記スリップ制御の実行中は、
　前記駆動輪に付与する摩擦制動トルクと回生制動トルクとの合計が、前記駆動輪にスリ
ップを生じさせない範囲に設定された上限トルク以下となり、
　前記回生発電の電力が、前記バッテリの状態に応じて設定される受入可能電力を超えな
い範囲となり、かつ、
　前記回生制動トルクが、前記スリップ制御の開始前の回生制動トルクに比べて小さくな
るように、
　前記回生ブレーキ及び前記摩擦ブレーキを制御するように構成されていることを特徴と
する電動車両の制動装置。
【請求項２】
　前記制御装置は、前記スリップ制御を実行する場合であって、前記受入可能電力が閾値
より小さい場合、
　前記上限トルクに対する前記摩擦制動トルクの余剰分に応じたトルクを、前記モータジ
ェネレータの力行運転により前記駆動輪に付与する、
　ように構成されていることを特徴とする請求項１に記載の電動車両の制動装置。
【請求項３】
　前記制御装置は、
　前記スリップ制御の開始の時点で、前記回生発電の電力が前記受入可能電力を超えてい
る場合には、
　前記回生発電の電力の単位時間あたりの平均値がゼロとなるように、前記回生制動トル
クを設定する、
　ように構成されていることを特徴とする請求項１に記載の電動車両の制動装置。
【請求項４】
　前記スリップ制御の実行中の前記回生制動トルクは、
　前記受入可能電力が小さい場合の方が大きい場合に比べて、小さくなるように設定され
ることを特徴とする請求項１から３の何れか１項に記載の電動車両の制動装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、電動車両の制動装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば特開２０１１－２２３６４８号公報には、車両の制動時に、回生ブレーキと摩擦
ブレーキとによる回生協調制御を行なう電動車両の制御装置が記載されている。この回生
協調制御では、制動トルク配分が回生制動輪にロック傾向が発生する制動トルク配分より
も小さくなるように、回生制動トルクが決定される。そして、回生制動輪に付与されるべ
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き目標制動トルクに対し、回生制動トルクで不足するトルクは、摩擦制動トルクで補われ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－２２３６４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　摩擦ブレーキと回生ブレーキとの双方により制動可能な電動車両において、減速時によ
り多くの運動エネルギーを回収するためには、回生ブレーキの比率を大きくすることが望
ましい。従って摩擦ブレーキの作動を小さくするため、上記のような回生協調ブレーキや
、ワンペダルブレーキ等の採用が検討されている。
【０００５】
　しかしながら２輪駆動の電動車両では、回生ブレーキは駆動輪にのみ付与される。この
ため単に回生ブレーキの比率を大きくしようとすると、駆動輪での制動力トルク配分が大
きくなり、ロックが発生しやすくなる。また、スリップ制御時には、回生制動トルクの変
動が大きくなるため、回生ブレーキの比率が大きいと、バッテリの受入可能電力が少ない
状態では回生電力がバッテリの受入可能電力を超過する虞がある。
【０００６】
　本出願は、上述の課題を解決するためになされたもので、スリップ制御時にも、制動制
御の安定を図りつつ、バッテリの受入可能電力の超過しない範囲で回生ブレーキを有効に
活用できるように改良された電動車両の制動装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本出願の電動車両の制動装置は、バッテリと、回生ブレーキと、摩擦ブレーキと、制御
装置と、を備える。バッテリは、モータジェネレータの回生発電により発電された電力を
蓄電できる。回生ブレーキは、モータジェネレータの回生発電により駆動輪に対して回生
制動トルクを付与する。摩擦ブレーキは、駆動輪及び非駆動輪に対して接触摩擦により摩
擦制動トルクを付与する。制御装置は、電動車両の制動時、駆動輪に対して付与される回
生制動トルクと駆動輪及び非駆動輪に対して付与される摩擦制動トルクとの合計である総
制動トルクが、要求される目標制動トルクとなるように、回生ブレーキ及び摩擦ブレーキ
を制御すると共に、駆動輪のスリップが予想される場合には、スリップ制御を実行するよ
うに構成されている。
【０００８】
　制御装置は、更に、スリップ制御の実行中は、駆動輪に付与する摩擦制動トルクと回生
制動トルクとの合計が、駆動輪にスリップを生じさせない範囲に設定された上限トルク以
下となり、かつ、回生発電の電力が、バッテリの状態に応じて設定される受入可能電力を
超えない範囲となり、かつ、回生制動トルクが、スリップ制御の開始前の回生制動トルク
に比べて小さくなるように、回生ブレーキ及び摩擦ブレーキを制御する。
【発明の効果】
【０００９】
　本実施の形態によれば、スリップ制御の実行中は、駆動輪に付与される制動トルクが、
スリップを生じさせないトルクに制御されるとともに、回生制動トルクの配分は、バッテ
リの受入可能電力に応じて決定される。これにより、スリップの発生時の制動の安定を図
りつつ、バッテリの受入可能電力を超過しない範囲で回生電力を有効に利用することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態に係る電動車両の構成を示す図である。
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【図２】本発明の実施の形態に係るスリップ制御における車速に対する車輪速の割合と制
動力との関係を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態に係るスリップ制御において駆動輪に付与される制動トルク
と非駆動輪に付与される制動トルクとの関係について説明するための図である。
【図４】本発明の実施の形態に係るスリップ制御において駆動輪及び非駆動輪のそれぞれ
に付与される制動トルクの変化について説明するための図である。
【図５】本発明の実施の形態に係るスリップ制御において駆動輪に付与される制動トルク
と非駆動輪に付与される制動トルクとの関係について説明するための図である。
【図６】本発明の実施の形態に係るスリップ制御において駆動輪及び非駆動輪のそれぞれ
に付与される制動トルクの変化について説明するための図である。
【図７】本発明の実施の形態に係るスリップ制御において駆動輪に付与される制動トルク
と非駆動輪に付与される制動トルクとの関係について説明するための図である。
【図８】本発明の実施の形態に係るスリップ制御において駆動輪及び非駆動輪のそれぞれ
に付与される制動トルクの変化について説明するための図である。
【図９】本発明の実施の形態に係るスリップ制御の制御ルーチンを示すフローチャートで
ある。
【図１０】本発明の実施の形態に係るスリップ制御のタイミングチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。なお、各図において、同
一または相当する部分には同一符号を付してその説明を簡略化ないし省略する。
【００１２】
実施の形態．
　図１は、本実施の形態の車両１の構成を示した図である。車両１は、駆動輪２と非駆動
輪４とを有する２輪駆動の電動車両である。車両１には、駆動輪２と非駆動輪４との制動
を制御する制動装置が備えられている。制動装置は、摩擦ブレーキ１０と回生ブレーキ２
０と制御装置３０とを有している。
【００１３】
　摩擦ブレーキ１０は、駆動輪２及び非駆動輪４に接触摩擦による摩擦制動トルクを付与
して駆動輪２及び非駆動輪４に摩擦制動力を生じさせる。摩擦ブレーキ１０は、ブレーキ
アクチュエータ１１と、駆動輪２及び非駆動輪４のそれぞれに設置されたブレーキロータ
（図示せず）とブレーキキャリパ１２とを含む。ブレーキアクチュエータ１１は、制御装
置３０からの制御信号に基づいて、ブレーキキャリパに供給される液圧を調整することで
、駆動輪２及び非駆動輪４のそれぞれに付与される摩擦制動トルクを調整する。ただし、
摩擦ブレーキ１０は、液圧式に限られず、ブレーキパッドが電力によってブレーキロータ
に押し付けられることで接触摩擦を生じさせる電気式の摩擦ブレーキであってもよい。
【００１４】
　回生ブレーキ２０は、パワーコントロールユニット（以下「ＰＣＵ」とも称する）２１
とモータジェネレータ（以下「ＭＧ」とも称する）２２とを備える。ＰＣＵ２１は、バッ
テリ２３に接続されている。バッテリ２３の電力がＰＣＵ２１を介してＭＧ２２に供給さ
れると、ＭＧ２２は回転駆動力を発生させるモータとして機能する。一方、制動時、駆動
輪２から回転力が付与されるとＭＧ２２は発電機として機能し、発電された電力はＰＣＵ
２１を介してバッテリ２３に蓄電される。回生ブレーキ２０は、ＭＧ２２が発電機として
機能して回生発電するときに、発電負荷を回生制動トルクとして駆動輪２に付与して駆動
輪２に回生制動力を生じさせる。
【００１５】
　制御装置３０には、駆動輪２の車輪速Ｖｄを検出する車輪速センサ３２及び車両１の車
速Ｖを検出する車速センサ３４を含む各種センサが接続され、車両１の制動状態を含む運
転状態に関する状態を取得する。制御装置３０は、ＰＣＵ２１及びブレーキアクチュエー
タ１１に接続され、これらを制御することで、駆動輪２及び非駆動輪４に発生させる制動
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力を制御する。
【００１６】
　また、制御装置３０は、バッテリ２３に接続され、バッテリ２３のＳＯＣ（Ｓｔａｔｅ
　Ｏｆ　Ｃｈａｒｇｅ）、及び、バッテリ温度等を含むバッテリの状態に関する情報を取
得する。制御装置３０は、取得したバッテリ２３の状態に関する情報に基づいて、バッテ
リ２３に入力できる電力の上限（即ち、受入可能電力）である電池入力上限を算出する。
例えば、バッテリ温度が同一の条件下では、ＳＯＣが高い場合の方が、低い場合よりも、
電池入力上限は小さくなる。また、バッテリ温度が所定より高温又は低温の場合、電池入
力上限は小さな値に制限される。ＳＯＣとバッテリ温度と電池入力上限との具体的な関係
は、電池の種類（Ｎｉ又はＬｉ等）によって異なるため、車両ごとに設定される。制御装
置３０には、ＳＯＣとバッテリ温度と電池入力上限との関係を定めたマップ等が予め記録
されている。また、バッテリ２３としてＬｉ電池を用いる場合、Ｌｉ特有の劣化を防止す
るための電池入力上限の制限が別途設定される構成であってもよい。具体的には、例えば
、充電電流の時間積分値が所定の値を超えた場合に、充電電流に比例して電池入力上限を
設定するようにすることができる。
【００１７】
　なお、制御装置３０は、図１では１つのユニットとして示されているが、統合制御装置
、モータ制御装置、及び、ブレーキ制御装置等の複数のユニットにより構成されているも
のであってもよい。
【００１８】
　車両１の制動時、制御装置３０は、ブレーキペダルストロークセンサにより検出された
ブレーキペダルの操作量又はレギュレータ圧等の制動に関する状態を示すパラメータに基
づいて、車輪（即ち、駆動輪２及び非駆動輪４）に付与すべき目標制動トルクを算出する
。制御装置３０は、回生ブレーキから付与される回生制動トルクと摩擦ブレーキから付与
される摩擦制動トルクとによって目標制動トルクが達成されるように、回生ブレーキ２０
による回生制動トルクと、摩擦ブレーキ１０による摩擦制動トルクとの配分を決定し、こ
れに基づいて、ＰＣＵ２１とブレーキアクチュエータ１１とを制御する。これにより、駆
動輪２及び非駆動輪４にそれぞれに必要な制動トルクを付与する。
【００１９】
　また、制御装置３０は、車両１の制動時、スリップ状態となることが予想される場合に
、車輪速Ｖｄに対する目標値（以下「目標車輪速」）Ｖｔを設定し、目標車輪速Ｖｔに応
じて摩擦ブレーキトルク及び回生制動トルクを決定するスリップ制御を行なう。
【００２０】
　図２は、本実施の形態のスリップ制御における車速Ｖに対する駆動輪２の車輪速Ｖｄの
割合Ｖｄ／Ｖと駆動輪２の制動力との関係を示す。なお、以下、説明の簡略化のため、車
速Ｖに対する駆動輪２の車輪速Ｖｄの割合を、単に「車輪速割合Ｖｄ／Ｖ」とも称する。
【００２１】
　スリップ制御は、駆動輪２の制動力がロック限界に近い領域で実行される。本実施の形
態のスリップ制御では、電池入力上限Ｗの大きさに応じて、以下のように目標車輪速Ｖｔ
を設定する。
【００２２】
　より具体的には、バッテリ２３の電池入力上限Ｗに対し、Ｗ１＞Ｗ２＞０の関係にある
２つの閾値Ｗ１、Ｗ２を設定する。そして、図２に示されるように、電池入力上限Ｗが（
１）Ｗ≧Ｗ１である場合、（２）Ｗ１＞Ｗ≧Ｗ２である場合、（３）Ｗ２＞Ｗである場合
の何れであるかによって、目標車輪速Ｖｔが設定される。ここで設定される目標車輪速Ｖ
ｔは、上記（１）、（２）、（３）の場合の順に、車輪速割合Ｖｄ／Ｖが大きくなるよう
になっている。つまり、直進時の同一の車速Ｖである場合を比較すると、バッテリ２３に
入力できる電力の上限である電池入力上限Ｗが小さい場合、相対的に、目標車輪速Ｖｔが
大きく設定され、電池入力上限Ｗが大きい場合、相対的に、目標車輪速Ｖｔが小さくなる
ように設定される。これにより電池入力上限Ｗが小さい場合、相対的に、駆動輪２に付与
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される総制動トルクのうち回生制動トルクの配分が小さくなるように制動トルクが設定さ
れる。以下に、電池入力上限Ｗが上記（１）～（３）の場合ごとに、スリップ制御の概要
を説明する。
【００２３】
　図３、図５、及び、図７は、スリップ制御において駆動輪２に付与される制動トルクと
、非駆動輪４に付与される制動トルクとの関係を説明する図である。図４、図６、及び、
図８は、スリップ制御において、駆動輪２及び非駆動輪４に付与される制動トルクの時間
変化について説明する図である。また、図３及び図４は（１）の電池入力上限Ｗが閾値Ｗ
１以上である場合を示す。図５及び図６は（２）の電池入力上限Ｗが閾値Ｗ１より小さく
閾値Ｗ２以上である場合を示す。図７及び図８は、（３）の電池入力上限Ｗが閾値Ｗ２よ
り小さい場合を示す。
【００２４】
　なお、以下の説明及び図では、駆動輪２が前輪である場合を例として説明し、駆動輪２
を「Ｆｒ」、非駆動輪４を「Ｒｒ」とも表し、駆動輪２、非駆動輪４のロック限界をそれ
ぞれ「Ｆｒロック限界」、「Ｒｒロック限界」、駆動輪２、非駆動輪４のそれぞれに付与
される制動トルクの合計値を「Ｆｒ制動トルク」、「Ｒｒ制動トルク」、駆動輪２、非駆
動輪４に付与される摩擦制動トルクを、それぞれ「Ｆｒ摩擦」、「Ｒｒ摩擦」、駆動輪２
に付与される回生制動トルクを「Ｆｒ回生」とも表す。図３～図８において、実線ａはＲ
ｒロック限界、実線ｂはＦｒロック限界、実線ＴＱは、駆動輪２及び非駆動輪４に付与す
る総制動トルクの目標値である目標制動トルクＴＱを示す。図４、６、及び、８において
、破線ｅは、Ｆｒ回生トルクとＦｒ摩擦との境界、破線ｆはＦｒ摩擦とＲｒ摩擦との境界
を表している。
【００２５】
　また、スリップ制御において駆動輪２を目標車輪速Ｖｔに収束するように制御する場合
、ドライブシャフトの弾性や路面μのばらつき等の影響によりＭＧ２２では振動的なトル
クを発生させる必要があるが、説明の簡略化のため、以下図３～図８では、回生制動トル
クの単位時間当たりの時間平均的なトルクを図示するようにする。
【００２６】
　図３及び図４に示される例は、電池入力上限Ｗが（１）Ｗ≧Ｗ１である場合、即ち、電
池入力上限Ｗが閾値Ｗ１以上であり、入力可能な電力に最も余裕がある場合の例である。
この例では、タイミングＴ１で、駆動輪２に付与される回生制動トルクがＦｒロック限界
（実線ｂ）に達し、スリップ制御が開始されている。スリップ制御が開始されると、電池
入力上限Ｗを超えない範囲で設定された目標車輪速Ｖｔに向けて車輪速Ｖｄを低下させる
。
【００２７】
　スリップ制御開始後、Ｆｒ制動トルクは、Ｆｒロック限界の制動トルク（即ち、上限ト
ルク）に維持される。目標制動トルクＴＱに対しＦｒ制動トルクで不足する制動トルク分
は、Ｒｒ輪に付与されるＲｒ摩擦で補われる。摩擦ブレーキ１０の作動により、Ｆｒにも
Ｆｒ摩擦が付与される。Ｆｒ回生は、Ｆｒロック限界の制動トルクから、Ｆｒ摩擦を差し
引いたトルクとなる。これにより、スリップを抑制しつつ、回生ブレーキを効果的に利用
することができる。
【００２８】
　図５及び図６に示される例は、電池入力上限Ｗが（２）の範囲にある場合の例であり、
この例では、スリップが発生する前のタイミングＴ０で、回生発電によるバッテリ２３へ
の入力が、バッテリ２３の電池入力上限に達している。従って、回生制動トルクをこれ以
上増大させることはできないので、タイミングＴ０以降は、目標制動トルクＴＱと回生制
動トルクとの差分が、摩擦制動トルクの付与によって補われている。回生制動トルクは電
池入力上限を超えない値、即ちタイミングＴ０における回生制動トルクで維持されている
。
【００２９】
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　その後、Ｆｒ制動トルクがＦｒロック限界に達したタイミングＴ１で、スリップ制御が
開始されると、目標車輪速Ｖｔに向けて車輪速Ｖｄを低下させる。目標車輪速Ｖｔは、車
輪速割合Ｖｔ／Ｖが（１）の場合に比べて大きくなるように設定される。
【００３０】
　また、スリップ制御中は、駆動輪を目標車輪速Ｖｔに収束するように制御するため、Ｍ
Ｇ２２の入出力を増減させる必要がある。従って、目標車輪速Ｖｔは、時間平均的な回生
制動トルクが、電池入力上限を超えないように設定する必要がある。従って、図５及び図
６の例では、時間平均的な回生制動トルクがほぼゼロとなるように設定される。回生制動
トルクは、車輪速Ｖｄを目標車輪速Ｖｔに収束させるように設定されて徐々に低下し、タ
イミングＴ２でトルクがほぼゼロとなる。これにより電池入力上限の影響を受けず、バッ
テリの入力制限の更なる進行を防止しながら、安定した制動を実現することができる。
【００３１】
　図７及び図８に示す例は、電池入力上限Ｗが（３）の範囲にある場合、即ち、電池入力
上限Ｗが閾値であるＷ２より小さい場合の例であり、この例では、スリップが発生する前
のタイミングＴ０で、回生発電によるバッテリ２３への入力がバッテリ２３の電池入力上
限を超えている。従って、タイミングＴ０で、摩擦制動トルクの付与が開始され、回生制
動トルクは一定に維持されている。
【００３２】
　その後、Ｆｒ制動トルクがＦｒロック限界に達したタイミングＴ１でスリップ制御が開
始されると目標車輪速Ｖｔは、車輪速割合Ｖｔ／Ｖは（２）の場合に比べて更に大きくな
るように設定される。スリップ制御の開始後、摩擦制動トルクを増加させると共に、回生
制動トルクを減少させていき、最終的に、ＭＧ２２を力行運転とする。これにより、目標
制動トルクＴＱに対する摩擦制動トルクの余剰分を吸収するようにする。これにより、駆
動輪２が目標車輪速Ｖｔに収束するように、ＭＧ２２の入出力を大きく変動させることが
でき、電池入力量の制限による影響を受けることなく安定して制動力を確保することがで
きる。
【００３３】
　以下、図９を用いて、スリップ制御について説明する。図９は、制御装置３０が実行す
るスリップ制御の具体的な制御ルーチンの一例を示すフローチャートである。図９のルー
チンは、制動要求があった場合に実行される。
【００３４】
　図９のルーチンが開始されると、先ず、ステップＳ１で、車速Ｖが取得される。車速Ｖ
は、車速センサ３４の検出値に出力に基づき取得される。
【００３５】
　次に、ステップＳ２に進み、目標制動トルクＴＱが算出される。目標制動トルクＴＱは
、要求される制動力を駆動輪２及び非駆動輪４に発生させるため、回生ブレーキ２０及び
摩擦ブレーキ１０が車輪に付与する制動トルクの合計の目標値である。
【００３６】
　次に、ステップＳ３に進み、駆動輪２の車輪速Ｖｄが取得される。駆動輪２の車輪速Ｖ
ｄは、車輪速センサ３２の出力に基づいて取得される。次に、ステップＳ４に進み、バッ
テリ２３の電池入力上限Ｗが取得される。
【００３７】
　次に、ステップＳ５では、車輪速割合Ｖｄ／Ｖが基準値ａより小さい状態が一定時間継
続して検出されたか否かが判別される。車輪速割合Ｖｄ／Ｖは、スリップ状態を推定する
ためのパラメータであり、この車輪速割合Ｖｄ／Ｖが小さい場合、車両がスリップ状態に
あると判断することができる。車輪速割合Ｖｄ／Ｖに対し比較の対象となる基準値ａ及び
一定時間は、車両１がスリップ状態であることを判断するため予め設定された閾値である
。
【００３８】
　ステップＳ５で、車輪速割合Ｖｄ／Ｖが、基準値ａより小さい状態が一定時間継続して
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いると判断された場合、スリップ状態になると予測されるため、次にステップＳ６に進み
、スリップ制御が開始される。
【００３９】
　スリップ制御が開始されると、続くステップＳ７では、ステップＳ４で取得されたバッ
テリ２３の電池入力上限Ｗに応じて、目標車輪速Ｖｔを設定する。上述したように、目標
車輪速Ｖｔは、電池入力上限Ｗが属する範囲に応じて、電池入力上限Ｗが小さい範囲にあ
る場合ほど、車輪速割合Ｖｄ／Ｖが大きくなるように設定される。
【００４０】
　次に、ステップＳ８に進み、摩擦制動トルクＴｂが算出される。摩擦制動トルクＴｂは
、設定された目標車輪速Ｖｔと目標制動トルクとに応じて算出される。次に、ステップＳ
９に進み、回生制動トルクＴｒが算出される。回生制動トルクＴｒは、駆動輪２の車輪速
Ｖｄを目標車輪速Ｖｔに収束させるように算出される。その後、今回のルーチンは終了と
される。
【００４１】
　一方、ステップＳ５において、車輪速割合Ｖｄ／Ｖが一定時間継続していないと判別さ
れた場合、次に、ステップＳ２０に進み、現在スリップ制御実行中であるか否かが判別さ
れる。
【００４２】
　その結果、スリップ制御実行中であると判別された場合には、ステップＳ２１に進み、
車輪速割合Ｖｄ／Ｖが基準値ｂより大きい状態が一定時間継続したか否かが判別される。
ここでの一定時間は、スリップ制御の完了を判定するために設定される基準時間であり、
ステップＳ５の判定に用いられる一定時間とは異なる時間である。また基準値ｂは、車両
１がスリップ状態にないことを判断するため予め設定された基準値であり、少なくとも、
ステップＳ５で用いられる基準値ａより大きな値である。
【００４３】
　ステップＳ２１の判別の結果、車輪速割合Ｖｄ／Ｖが基準値ｂより大きい状態が一定時
間継続していないと判別された場合には、ステップＳ７に進み、スリップ制御が継続され
、駆動輪２の目標車輪速Ｖｔが、電池入力上限Ｗに基づいて算出される。
【００４４】
　一方、車輪速割合Ｖｄ／Ｖが基準値ｂより大きい状態が一定時間継続したと判別された
場合には、スリップ状態が解消したと判別されるため、ステップＳ２２に進み、今回のス
リップ制御は終了とされる。その後、通常のブレーキ制御に戻され、ステップＳ８に進み
、通常の制御ルーチンに従って算出された目標車輪速Ｖｔに基づいて摩擦制動トルクＴｂ
が算出され、ステップＳ９に進み、回生制動トルクＴｒが算出される。その後、今回のル
ーチンは終了とされる。
【００４５】
　図１０は、本実施の形態のスリップ制御のタイミングチャートである。図１０は電池入
力上限が閾値Ｗ２よりも小さい場合の例を示しており、タイミングＴ０において、電池パ
ワーは電池入力上限に達し、回生制動トルクであるＭＧトルクは一定値で保持され、車輪
には、摩擦ブレーキ１０による摩擦制動力も発生している。その後タイミングＴ１でスリ
ップ制御が開始される。スリップ制御が開始されると、目標車輪速Ｖｔは電池入力上限Ｗ
に従って設定される。設定された目標車輪速Ｖｔと目標制動トルクＴＱとに応じて摩擦制
動トルクＴｂが設定され、駆動輪２及び非駆動輪４で発生する摩擦制動力が増大している
。
【００４６】
　また、スリップ制御中、駆動輪２を目標車輪速Ｖｔに収束させようとすると、ドライブ
シャフトの弾性や路面μのばらつき等の影響により、ＭＧ２２では振動的なトルクを発生
させる必要がある。このため、目標車輪速Ｖｔは、ＭＧ２２で発生させる時間平均的な回
生制動トルクが電池入力の制限に対して小さくなるように設定される。これにより、電池
パワーの振動も含め電池入力上限を超えない範囲でＭＧトルク（即ち、回生制動トルク）
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が維持されており、全体として、安定して制動力を制御することができる。
【符号の説明】
【００４７】
　　１　車両
　　２　駆動輪
　　４　非駆動輪
　　１０　摩擦ブレーキ
　　１１　ブレーキアクチュエータ
　　１２　ブレーキキャリパ
　　２０　回生ブレーキ
　　２１　ＰＣＵ
　　２２　ＭＧ
　　２３　バッテリ
　　３０　制御装置
　　３２　車輪速センサ
　　３４　輪速センサ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】
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